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鹿児島県

（※については例規集登載事項）
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鹿児島県告示第656号

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条第１項の規定により，次のとお

り救急病院又は救急診療所として認定した。

令和６年９月６日

鹿児島県知事 塩田康一

救急病院・救急
名 称 所 在 地 認 定 の 有 効 期 間

診療所の別

救急病院 種子島医療センター 西之表市西之表7463番 令和６年４月14日から

地 令和９年４月13日まで

救急病院 公立種子島病院 熊毛郡南種子町中之上 令和６年８月12日から

1700番地22 令和９年８月11日まで

鹿児島県告示第657号

国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により，次のとおり国土調査（地

籍調査）の成果を認証した。

令和６年９月６日

鹿児島県知事 塩田康一

調査を行っ 成果の名 認証年月
調査を行った期間 調査を行った地域

た者の名称 称 日

鹿児島市 令和２年７月15日から 地籍図及 鹿児島市紫原一丁目，南新 令和６年

令和５年10月10日まで び地籍簿 町及び南郡元町の各一部 ８月28日

鹿児島市 令和２年７月15日から 地籍図及 鹿児島市紫原三丁目及び紫 令和６年

令和５年10月10日まで び地籍簿 原四丁目の各一部 ８月28日

鹿児島市 令和３年６月22日から 地籍図及 鹿児島市紫原六丁目の一部 令和６年

令和５年10月10日まで び地籍簿 ８月28日

鹿屋市 令和４年９月２日から 地籍図及 鹿屋市獅子目町及び大姶良 令和６年

令和５年11月25日まで び地籍簿 町の各一部 ８月28日
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鹿屋市 令和４年６月22日から 地籍図及 鹿屋市下高隈町の一部 令和６年

令和５年11月25日まで び地籍簿 ８月28日

鹿屋市 令和４年６月22日から 地籍図及 鹿屋市吾平町麓の一部 令和６年

令和５年11月25日まで び地籍簿 ８月28日

鹿屋市 令和４年６月22日から 地籍図及 鹿屋市吾平町上名の一部 令和６年

令和５年11月25日まで び地籍簿 ８月28日

西之表市 令和４年８月１日から 地籍図及 西之表市住吉の一部 令和６年

令和５年12月18日まで び地籍簿 ８月28日

西之表市 令和４年７月５日から 地籍図及 西之表市古田の一部 令和６年

令和５年12月18日まで び地籍簿 ８月28日

奄美市 令和４年４月１日から 地籍図及 奄美市名瀬大字根瀬部，名 令和６年

令和５年12月18日まで び地籍簿 瀬大字小湊，名瀬大字有屋 ８月28日

及び名瀬大字仲勝の各一部

宇検村 令和４年６月１日から 地籍図及 宇検村大字検及び大字湯 令和６年

令和６年１月26日まで び地籍簿 湾の各一部 ８月28日

龍郷町 令和４年６月20日から 地籍図及 龍郷町嘉渡及び幾里の各一 令和６年

令和５年12月10日まで び地籍簿 部 ８月28日

鹿児島県告示第658号

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により，

大島支庁喜界事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

令和６年９月６日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 作業の種類 公共測量（空中写真測量，数値地形図作成及び３級水準測量）

２ 作業の期間 令和６年７月30日から同年12月26日まで

３ 作業の地域 喜界町

鹿児島県告示第659号

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により，

大島支庁喜界事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

令和６年９月６日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 作業の種類 公共測量（確定測量）

２ 作業の期間 令和６年８月２日から令和７年３月25日まで

３ 作業の地域 喜界町中里地内

鹿児島県告示第660号

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により，

九州農政局喜界島農業水利事業所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

令和６年９月６日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 作業の種類 公共測量（基準点測量，水準測量，数値地形図及び路線測量）

２ 作業の期間 令和６年８月28日から同年10月３日まで

３ 作業の地域 喜界町大字荒木地内

姶良・伊佐地域振興局告示第16号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定により，次のとおり指定

障害児通所支援事業者として指定した。

令和６年９月６日
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姶良・伊佐地域振興局長 向窪憲和

事 業 所 申 請 者 障 害 児 通
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 所 支 援 の
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 種 類

多機能型支援事 霧島市隼人町神 合同会社ＬＩＮ 霧島市隼人町見 志摩 昭浩 令 和 ６ 年 児 童 発 達

業所ロコスク 宮一丁目14番５ Ｋ 次513番地３ ４ 月 １ 日 支 援

大隅地域振興局告示第34号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定により，次のとおり指定

障害児通所支援事業者として指定した。

令和６年９月６日

大隅地域振興局長 永野義人

事 業 所 申 請 者 障 害 児 通
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 所 支 援 の
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 種 類

ニコニコCamp 鹿 屋 市 大 浦 町 合同会社ｗａｋ 鹿 屋 市 大 浦 町 小副川智也 令 和 ６ 年 児 童 発 達

14173番地１ ｕｗａｋｕ ｋ 14173番地１ ８ 月 ８ 日 支 援 ・ 放

ｉｄｓ ｓｐｏ 課 後 等 デ

ｒｔｓ イ サ ー ビ

ス ・ 保 育

所 等 訪 問

支 援

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により許可した次の開発行為に関

する工事は，完了した。

令和６年９月６日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

鹿屋市下祓川町1709番１，1710番１，1712番，1713番，1714番，1715番，1720番１，1720

番２，1721番１，1722番１，1723番３，1725番１，1726番１，1727番，1728番１，1735番１，

1737番，1737番１，1739番１，1740番，1741番，1742番，1743番，1744番，1747番１，1748

番１，1749番，1750番１，1753番１，1754番２，1755番，1756番，1757番，1759番２，1760

番１，1761番，1762番，1763番，1764番１，1764番２，1765番１，1765番２，1766番１，

1767番１，1768番１，1769番１，1770番１，1771番１，1772番１，1774番２，1814番１，

1815番１，1816番１，1817番の一部，1818番１，1823番10の一部，1832番１の一部，1834番

の一部及び1759番２地先水路の一部

２ 公共施設の種類，位置及び区域

道路 鹿屋市下祓川町1735番１の一部，1764番１の一部，1764番２の一部，1765番１の一

部，1765番２の一部，1766番１の一部，1767番１の一部，1768番１の一部，1769番１

の一部，1770番１の一部，1771番１の一部，1772番１の一部，1774番２の一部及び

1759番２地先水路の一部

水路 鹿屋市下祓川町1735番１の一部，1739番１の一部，1740番の一部，1743番の一部，

1744番の一部，1823番10の一部及び1832番１の一部

３ 開発許可を受けた者の住所及び名称並びに代表者の氏名

鹿屋市下祓川町1830番地

医療法人青仁会

理事長 池田大輔

公 告
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鹿屋市下高隈町4648番地25

株式会社ＡＫＡＨＩＤＡ

代表取締役 永射強


